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申
　
告

確
定
申
告
期
限
の
延
長
に
伴
う 

市
役
所
で
の
受
付
期
間

 

確
定
申
告 

　
確
定
申
告
な
ど
の
申
告
期
限
お
よ
び
納
付

期
限
が
４
月
15
日
㈭
に
延
長
さ
れ
ま
し
た

が
、
市
役
所
で
の
確
定
申
告
作
成
お
よ
び
提

出
は
、
３
月
15
日
㈪
ま
で
の
受
付
け
で
す
。

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
３
月
16
日
㈫
以
降
は
、

青
梅
税
務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

 

住
民
税
（
市
・
都
民
税
）
申
告 

　
引
き
続
き
市
役
所
１
階
課
税
課
市
民
税
係

で
受
け
付
け
ま
す
。

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

の
観
点
か
ら
、
な
る
べ
く
郵
送
で
の
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

 

３
月
16
日
㈫
以
降
に
申
告
し
た
場
合
の 

 

注
意
点 

　
延
長
さ
れ
た
期
間
（
３
月
16
日
㈫
～
４
月

15
日
㈭
）
に
住
民
税
（
市
・
都
民
税
）
申
告

お
よ
び
確
定
申
告
を
し
た
方
は
、
令
和
３
年

度
分
の
市
・
都
民
税
の
最
初
の
通
知
に
、
申

告
内
容
の
反
映
が
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
翌
月
以
降
に
税
額

変
更
の
通
知
を
送
り
ま
す
。

問
合
せ
　
課
税
課
市
民
税
係
内

162

固
定
資
産

固
定
資
産
課
税
明
細
書
の
送
付

　
令
和
３
年
度
固
定
資
産
課
税
明
細
書
（
土

地
・
家
屋
）
を
４
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

※ 

納
税
通
知
書
は
５
月
上
旬
に
送
付
す
る
予

定
で
す
。

問
合
せ
　
課
税
課
資
産
税
係
内
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令
和
３
年
度 

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　
こ
の
制
度
は
、
納
税
者
が
自
己
の
固
定
資

産
と
ほ
か
の
固
定
資
産
の
評
価
額
を
比
較
で

き
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

縦 

覧
期
間
　
４
月
１
日
㈭
～
５
月
31
日
㈪

（
閉
庁
日
を
除
く
）

※ 

土
・
日
曜
日
の
午
前
11
時
45
分
～
午
後
１

時
は
、
縦
覧
で
き
ま
せ
ん
。

縦
覧
場
所
　
市
役
所
１
階
課
税
課
資
産
税
係

縦 

覧
で
き
る
方
　
市
内
に
所
在
す
る
土
地
・

家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
の
納
税
者

持 

ち
物
　
本
人
の
場
合
…
本
人
確
認
が
で
き

る
も
の
※

　
代
理
人
の
場
合
（
同
居
の
家
族
を
含
む
）

　
…
委
任
状
、
代
理
人
の
本
人
確
認
が
で
き

　
る
も
の
※

※ 

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
…
運
転
免
許

証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど

問
合
せ
　
課
税
課
資
産
税
係
内
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固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
事
項

（
所
在
地
、
地
積
も
し
く
は
床
面
積
、
評
価

額
な
ど
）
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

閲
覧
期
間
　
通
年
（
閉
庁
日
を
除
く
）

※ 

土
・
日
曜
日
の
午
前
11
時
45
分
～
午
後
１

時
は
、
閲
覧
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

令
和
３
年
度
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
は
、

４
月
１
日
㈭
か
ら
閲
覧
で
き
ま
す
。

閲
覧
場
所
　
市
役
所
１
階
課
税
課
資
産
税
係

閲 

覧
で
き
る
方
と
閲
覧
範
囲
　
固
定
資
産
税

の
納
税
義
務
者
…
本
人
が
所
有
し
て
い
る

固
定
資
産
／
借
地
・
借
家
人
の
方
…
借
地
・

借
家
対
象
資
産

持 

ち
物
　
本
人
の
場
合
…
本
人
確
認
が
で
き

る
も
の
※

　
代
理
人
の
場
合
（
同
居
の
家
族
を
含
む
）

　
…
委
任
状
・
代
理
人
の
本
人
確
認
が
で
き

　
る
も
の
※

　
借
地
・
借
家
人
の
場
合
…
賃
貸
借
契
約
書

　
ま
た
は
そ
の
写
し
、
地
代
・
家
賃
の
領
収

　
書
、
借
地
・
借
家
人
の
本
人
確
認
が
で
き

　
る
も
の
※

※ 
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
…
運
転
免
許

証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど

問
合
せ
　
課
税
課
資
産
税
係
内
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介
護
保
険

３
月
下
旬
に
介
護
保
険
給
付
費
通
知
を

送
り
ま
す

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
費
用
へ
の
理
解
を
深

め
て
い
た
だ
く
た
め
の
通
知
で
す
。
事
業
所

か
ら
発
行
さ
れ
た
「
領
収
書
」
や
、
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
か
ら
交
付
さ
れ
た
「
サ
ー
ビ
ス
利

用
票
」
な
ど
と
あ
わ
せ
て
、
利
用
し
た
サ
ー

ビ
ス
や
利
用
者
負
担
額
な
ど
に
誤
り
が
な
い

か
、
内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

対 

　
象
　
令
和
２
年
12
月
～
令
和
３
年
１
月

に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
方
（
施
設

に
入
所
し
て
い
る
方
は
対
象
外
で
す
）

※ 

こ
の
通
知
書
は
、
請
求
書
や
領
収
書
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

※ 

市
へ
の
手
続
き
や
利
用
料
の
納
付
な
ど
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
確
定
申
告
に

は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

問 

合
せ
　
高
齢
福
祉
介
護
課
介
護
保
険
係

内
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介
護
保
険
料
の
特
別
徴
収
（
年
金
引
き

落
と
し
）
開
始
の
お
知
ら
せ

　
令
和
２
年
度
の
介
護
保
険
料
を
納
付
書
や

口
座
振
替
で
納
付
し
て
い
た
方
の
う
ち
、
令

和
３
年
４
月
の
年
金
か
ら
引
き
落
と
し
に
な

る
方
に
対
し
て
、
３
月
中
旬
以
降
に
「
令
和

３
年
度
介
護
保
険
料
特
別
徴
収
（
年
金
引
き

お知らせ詳しくは、市公式サイトをご覧いただくか、問い合わせてください

状
況
に
よ
り
、
施
設
が
休
館
し
た
り
、
事
業
な
ど
が
変
更
・
延
期
・
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
最
新
情
報
は
、
市
公
式
サ
イ
ト
・
各
施
設
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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お知らせ詳しくは、市公式サイトをご覧いただくか、問い合わせてください

落
と
し
）
開
始
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
ま
す
。

　
４
・
６
・
８
月
の
各
月
の
介
護
保
険
料
額

は
、
令
和
２
年
度
の
介
護
保
険
料
の
所
得
段

階
を
基
に
仮
算
出
し
た
介
護
保
険
料
額
と
な

り
ま
す
。

※ 

令
和
３
年
度
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

７
月
上
旬
に
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

問 

合
せ
　
高
齢
福
祉
介
護
課
介
護
保
険
係

内

144

国
　
保

国
民
健
康
保
険 

届
け
出
・
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

　
下
の
表
に
あ
て
は
ま
る
場
合
は
、
変
更
し

た
日
か
ら
14
日
以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。
届
け
出
は
原
則
世
帯
主
が
行
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
同
一
世
帯
の
方
が
届
け

出
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

※ 

別
世
帯
の
方
が
届
け
出
る
場
合
は
委
任
状

が
必
要
で
す
。

 

▼ 

届
け
出
に
は
「
届
け
出
に
必
要
な
も
の
」
の

ほ
か
、
次
の
書
類
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

① 

届
出
人
の
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
や

パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
顔
写
真
入
り
の
官
公
署

発
行
の
も
の
）

② 

世
帯
主
の
方
お
よ
び
異
動
が
あ
っ
た
方
そ

れ
ぞ
れ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は

通
知
カ
ー
ド

受
付
場
所
　
市
役
所
１
階
市
民
課
保
険
係

※ 

土
・
日
曜
日
の
午
前
11
時
45
分
～
午
後
１

時
、
祝
日
は
受
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

の
た
め
、
土
・
日
曜
日
は
閉
庁
し
て
い
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
最
新
の
情
報
は
市
公

式
サ
イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※ 

特
別
な
事
情
が
な
く
届
け
出
が
遅
れ
る

と
、
届
け
出
前
に
自
己
負
担
し
た
医
療
費

は
保
険
給
付
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
　
市
民
課
保
険
係
内

129

税
金
な
ど

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
　 

窓
口
納
付
取
扱
い
終
了
の
お
知
ら
せ

　
市
に
納
め
て
い
た
だ
く
税
金
や
料
金
に
つ

い
て
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
本
店
・
支
店
で
の

窓
口
の
取
扱
い
が
３
月
31
日
㈬
で
終

了
し
ま
す
。
な
お
、
口
座
振
替
は
、
引

き
続
き
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

４
月
１
日
㈭
以
降
、
窓
口
納
付
で
き

 

る
金
融
機
関 

　
西
多
摩
農
業
協
同
組
合
、
西
武
信

用
金
庫
、
多
摩
信
用
金
庫
、
青
梅
信

用
金
庫
、
中
央
労
働
金
庫
、
山
梨
中

央
銀
行
、
り
そ
な
銀
行
、
埼
玉
り
そ

な
銀
行
、
み
ず
ほ
銀
行
、
三
井
住
友

銀
行
、
三
井
住
友
信
託
銀
行
、
き
ら

ぼ
し
銀
行
、
大
東
京
信
用
組
合
、
東

京
厚
生
信
用
組
合
、
東
日
本
銀
行
（
上

下
水
道
料
金
は
除
く
）
、
東
京
都
信
用

農
業
協
同
組
合
連
合
会
お
よ
び
東
京

都
内
の
各
農
業
協
同
組
合
、
関
東
各

都
県
お
よ
び
山
梨
県
に
所
在
す
る
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

問
合
せ
　
会
計
課
内

101

特
に
記
載
が
な
い
場
合
の
受
付
時
間
は
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
で
す
。
申
込
み
の
記
載
が
な
い
場
合
は
直
接
会
場
へ
。
費
用
の
記
載
が
な
い
場
合
は
無
料
で
す
。

こんなとき 届け出に必要なもの

国民健康保険に

入る

ほかの市区町村から羽村

市に転入したとき
転出証明書

ほかの健康保険をやめた

とき
健康保険の資格喪失証明書

生活保護を受けなくなっ

たとき
生活保護廃止決定通知書

子どもが生まれたとき 印鑑、保険証、母子健康手帳

国民健康保険を

やめる

羽村市からほかの市区町

村に転出したとき
保険証

ほかの健康保険に加入し

たとき

国民健康保険とほかの健康保険

の保険証

生活保護を受けることに

なったとき
保険証、生活保護開始決定通知書

死亡したとき
印鑑、保険証、会葬礼状または

葬儀の領収書、喪主の振込口座

その他

住所・世帯主・氏名など

が変わったとき
保険証

修学のため、別に住所を

定めるとき
保険証、在学証明書

保険証を紛失または破損

して使えなくなったとき
使えなくなった保険証

■国民健康保険の届け出が必要な場合
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